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平成 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報
５

締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
果
的
な
実
施
を
促
進
す

る
た
め
、
関
係
国
、
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
等
と
協

力
し
、
及
び
情
報
の
交
換
を
行
う
。（
第
六
条
関
係
）

６

締
約
国
は
、
船
舶
が
入
港
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
港
を
指
定
し
、
及
び
公
表
す
る
。（
第
七
条
関
係
）

７

締
約
国
は
、
船
舶
の
入
港
を
許
可
す
る
前
に
、
入
港

を
希
望
す
る
船
舶
に
対
し
、
最
低
限
度
の
基
準
と
し
て

附
属
書
Ａ
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
を
要
求
す
る
。（
第

八
条
関
係
）

８

締
約
国
は
、
入
港
を
希
望
す
る
船
舶
が
Ｉ
Ｕ
Ｕ
漁
業

又
は
こ
れ
を
補
助
す
る
漁
獲
関
連
活
動
に
従
事
し
た
こ

と
の
十
分
な
証
拠
を
有
す
る
場
合
（
特
に
、
当
該
船
舶

が
Ｉ
Ｕ
Ｕ
船
舶
の
一
覧
表
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
）
に

は
、
当
該
船
舶
の
入
港
を
拒
否
す
る
。（
第
九
条
関
係
）

９

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
船
舶
が
不
可
抗
力

又
は
遭
難
を
理
由
と
し
て
国
際
法
に
従
っ
て
入
港
す
る

こ
と
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
に
つ
い

て
定
め
る
。（
第
一
〇
条
関
係
）

10

締
約
国
は
、
入
港
し
た
船
舶
が
Ｉ
Ｕ
Ｕ
漁
業
又
は
こ

れ
を
補
助
す
る
漁
獲
関
連
活
動
に
従
事
し
た
と
信
ず
る

に
足
り
る
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
場
合
に
は
、
魚
類
の

陸
揚
げ
、
燃
料
補
給
等
の
た
め
に
当
該
船
舶
が
港
を
使

用
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。（
第
一
一
条
関
係
）

11

締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
十

分
な
検
査
水
準
に
達
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
数
の

船
舶
を
検
査
す
る
。
締
約
国
は
、
検
査
す
る
船
舶
を
決

定
す
る
に
当
た
り
、
Ｉ
Ｕ
Ｕ
漁
業
又
は
こ
れ
を
補
助
す

る
漁
獲
関
連
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
が
あ
る
と
疑
う
に

足
り
る
明
白
な
根
拠
が
あ
る
船
舶
等
を
優
先
す
る
。（
第

一
二
条
関
係
）

12

締
約
国
は
、
検
査
の
後
に
、
船
舶
が
Ｉ
Ｕ
Ｕ
漁
業
又

は
こ
れ
を
補
助
す
る
漁
獲
関
連
活
動
に
従
事
し
た
と
信

ず
る
に
足
り
る
明
白
な
根
拠
が
あ
る
場
合
に
は
、
魚
類

の
陸
揚
げ
、
燃
料
補
給
等
の
た
め
に
当
該
船
舶
が
港
を

使
用
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
等
を
行
う
。（
第
一
八

条
関
係
）

13

締
約
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
船

舶
に
対
し
、
こ
の
協
定
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
検
査
に

お
い
て
寄
港
国
と
協
力
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
、

当
該
船
舶
が
Ⅰ
Ｕ
Ｕ
漁
業
又
は
こ
れ
を
補
助
す
る
漁
獲

関
連
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
の
十
分
な
証
拠
が
あ
る
場

合
に
は
、
自
国
の
法
令
に
従
っ
て
遅
滞
な
く
取
締
り
を

行
う
こ
と
等
を
定
め
る
。（
第
二
〇
条
関
係
）

14

締
約
国
は
、
こ
の
協
定
に
合
致
す
る
寄
港
国
の
措
置

を
実
施
す
る
こ
と
に
関
し
、
開
発
途
上
に
あ
る
締
約
国

の
特
別
な
要
請
を
十
分
に
認
識
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て

定
め
る
。（
第
二
一
条
関
係
）

第
四
章
中
第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
機
構
処
理
事
務
特
定
個
人
情
報
等
保
護
委
員
会
の
設
置
）

第
二
十
七
条

機
構
に
、
機
構
処
理
事
務
特
定
個
人
情
報
等
保
護
委
員
会
を
置
く
。

２

機
構
処
理
事
務
特
定
個
人
情
報
等
保
護
委
員
会
は
、
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
機
構
処
理
事
務
特

定
個
人
情
報
等
の
保
護
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
と
認
め
る
意
見
を
理
事
長
に
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

機
構
処
理
事
務
特
定
個
人
情
報
等
保
護
委
員
会
の
委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
理
事
長
が

任
命
す
る
。

４

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
処
理
事
務
特
定
個
人
情
報
等
保
護
委
員
会
の
委
員
の
定
数
そ
の
他
の
機

構
処
理
事
務
特
定
個
人
情
報
等
保
護
委
員
会
に
関
す
る
事
項
は
、
機
構
が
定
め
る
。

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
三
十
六
号

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
、「
第
二
十
七
条

第
三
十
三
条
」
を
「
第
二
十
八
条

第
三
十

四
条
」
に
、「
第
三
十
四
条

第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
五
条

第
三
十
七
条
」に
、「
第
三
十
七
条

第
三
十
九
条
」

を
「
第
三
十
八
条

第
四
十
条
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
」
を
「
、
他
の
法
令
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と

し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

職
務
上
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
き
。

第
二
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
業
務
方
法
書
に
は
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。）の
職
務
の
執
行
が
こ
の
法
律
、
他
の
法
令
又
は
定
款
に
適

合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
機
構
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る

事
項
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
九
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
三
十
八
条
第
三
号
中
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
、「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十

二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
二
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中

「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
三
十
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十

一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
六
章
中
第
三
十
六
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
三
十
五
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
三
十
四
条
を
第
三
十
五
条

と
す
る
。

第
五
章
中
第
三
十
三
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。
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（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
章

法
人
番
号
（
第
四
十
二
条

第
四
十
五
条
）」を
「
第
六
章
の
二

機
構
処
理
事
務
の
実
施
に

第
七
章

法
人
番
号
（
第
四
十
二
条

第

関
す
る
措
置
（
第
四
十
一
条
の
二

第
四
十
一
条
の
七
）

四
十
五
条
）

」に
改
め
る
。

第
九
条
第
五
項
中
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

第
四
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
特
定
個
人
情
報
を
総
務
大
臣
に
提
供
す
る
と
き
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
中
「
措
置
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
四
十
一
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
中
「
第
十
九
条
第
十
二
号
」
を
「
第
十
九
条
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章
の
二

機
構
処
理
事
務
の
実
施
に
関
す
る
措
置

（
機
構
処
理
事
務
管
理
規
程
）

第
四
十
一
条
の
二

機
構
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
処
理
す
る
事
務
（
以
下
「
機
構
処
理
事
務
」
と
い

う
。）の
実
施
に
関
し
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
機
構
処
理
事
務
管
理
規
程
を
定
め
、
総
務
大
臣
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
し
た
機
構
処
理
事
務
管
理
規
程
が
機
構
処
理
事
務
の
適
正
か
つ
確

実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
機
構
処
理
事
務
特
定
個
人
情
報
等
の
安
全
確
保
）

第
四
十
一
条
の
三

機
構
は
、
機
構
処
理
事
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る

情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
処
理
事
務
特
定
個
人
情
報
等
」
と
い
う
。）の
電
子
計
算
機
処
理
等
を
行
う

に
当
た
っ
て
は
、
機
構
処
理
事
務
特
定
個
人
情
報
等
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
機
構
処
理
事

務
特
定
個
人
情
報
等
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
機
構
か
ら
機
構
処
理
事
務
特
定
個
人
情
報
等
の
電
子
計
算
機
処
理
等
の
委
託
（
二
以
上
の
段

階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。）を
受
け
た
者
が
受
託
し
た
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
帳
簿
の
備
付
け
）

第
四
十
一
条
の
四

機
構
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
処
理
事
務
に
関
す
る
事
項
で
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
書
の
公
表
）

第
四
十
一
条
の
五

機
構
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
、
機
構
処
理
事
務
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
督
命
令
）

第
四
十
一
条
の
六

総
務
大
臣
は
、
機
構
処
理
事
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
機
構
に
対
し
、
機
構
処
理
事
務
の
実
施
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
及
び
立
入
検
査
）

第
四
十
一
条
の
七

総
務
大
臣
は
、
機
構
処
理
事
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
機
構
に
対
し
、
機
構
処
理
事
務
の
実
施
の
状
況
に
関
し
、
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又

は
そ
の
職
員
に
、
機
構
の
事
務
所
に
立
ち
入
ら
せ
、
機
構
処
理
事
務
の
実
施
の
状
況
に
関
し
質
問
さ
せ
、
若
し
く

は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
十
八
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
又
は
職
員

は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
四
十
一
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
帳
簿
に
虚
偽
の
記

載
を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
四
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を

し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
の
十
五
第
四
項
中
「
事
務
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
番
号
利
用
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

機
構
処
理
事
務
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
の
う
ち
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
目
次
の

改
正
規
定
中
「
第
三
十
七
条
」
に
」
の
下
に
「
、「
第
四
十
一
条
の
二

第
四
十
一
条
の
七
」を「
第
三
十
七
条
の
二

第
三
十
七
条
の
七
」
に
」
を
加
え
、
同
法
第
十
九
条
の
改
正
規
定
中
「
同
条
第
十
二
号
」
の
下
に
「
中
「
第
四
十
一

条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
号
」
を
加
え
、
同
法
第
二
十
七
条
第
三

項
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
四
十
一
条
の
三
」
を
「
第
三

十
七
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
法
第
三
十
六
条
を
改
め
、
同
法
第
六
章
中
同
条
を
第
三
十
二

条
と
し
、
第
三
十
七
条
を
第
三
十
三
条
と
し
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
改
正

規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
章
の
二
中
第
四
十
一
条
の
二
を
第
三
十
七
条
の
二
と
し
、
第
四
十
一
条
の
三
を
第
三
十
七
条
の
三
と
し
、

第
四
十
一
条
の
四
を
第
三
十
七
条
の
四
と
し
、
第
四
十
一
条
の
五
を
第
三
十
七
条
の
五
と
し
、
第
四
十
一
条
の
六

を
第
三
十
七
条
の
六
と
す
る
。

第
四
十
一
条
の
七
第
二
項
中
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十

七
条
の
七
と
す
る
。

第
五
条
中
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
七
条
を

改
め
、
同
条
を
同
法
第
五
十
三
条
と
し
、
同
法
第
五
十
八
条
を
同
法
第
五
十
四
条
と
す
る
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

第
五
十
八
条
の
二
第
一
号
中
「
第
四
十
一
条
の
四
」
を
「
第
三
十
七
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第

四
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
四
条
の
二
と
す
る
。

第
六
条
の
う
ち
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
目
次
の

改
正
規
定
中
「
第
三
十
八
条
」
に
」
の
下
に
「
、「
第
三
十
七
条
の
二

第
三
十
七
条
の
七
」を「
第
三
十
八
条
の
二

第
三
十
八
条
の
七
」
に
」
を
加
え
、
同
法
第
九
条
第
五
項
の
改
正
規
定
中
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
五
号
」
に
、「
第

十
五
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
法
第
十
九
条
の
改
正
規
定
中
「
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号

を
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
」
を
「
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
条
第

十
三
号
」
に
、「
同
条
第
十
三
号
」
を
「
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
中
「
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を

「
第
三
十
八
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
法
第
五
十
五
条
を
改
め
、
同
条
を

同
法
第
五
十
六
条
と
し
、
同
法
第
五
十
四
条
を
同
法
第
五
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
と
し
、
第
五
十
四
条
を
第

五
十
五
条
」
を
削
り
、
同
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

目
次
の
改
正
規
定

第
四
十
二
条

第
四
十
五
条

第
三
十
九
条

第
四
十
二
条

第
四
十
一
条
の
二

第
四
十
一
条
の

七

第
三
十
八
条
の
二

第
三
十
八
条
の

七

第
九
条
第
五
項
の
改
正
規
定

第
十
四
号

第
十
五
号

第
十
五
号

第
十
六
号

第
十
九
条
の
改
正
規
定

第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十

三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号

を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号

第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十

四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号

を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号

十
二

第
四
十
一
条
の
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
特
定
個

人
情
報
を
総
務
大
臣
に
提
供
す
る

と
き
。

十
三

第
三
十
八
条
の
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
特
定
個

人
情
報
を
総
務
大
臣
に
提
供
す
る

と
き
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の

改
正
規
定

第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号

第
二
十
八
条
第
一
項
第
五
号

第
四
十
一
条
の
三

第
三
十
八
条
の
三

第
二
十
八
条
の
改
正
規
定

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条

第
十
四
号

第
十
五
号

第
十
五
号

第
十
六
号

第
三
十
九
条
の
改
正
規
定

第
三
十
九
条

第
三
十
六
条

第
十
九
条
第
十
二
号

第
十
九
条
第
十
三
号

第
十
九
条
第
十
三
号

第
十
九
条
第
十
四
号

第
六
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る

改
正
規
定

第
四
十
一
条
の
二

第
三
十
八
条
の
二

第
四
十
一
条
の
三

第
三
十
八
条
の
三

第
四
十
一
条
の
四

第
三
十
八
条
の
四

第
四
十
一
条
の
五

第
三
十
八
条
の
五

第
四
十
一
条
の
六

第
三
十
八
条
の
六

第
四
十
一
条
の
七

第
三
十
八
条
の
七

第
三
十
八
条
第
二
項

第
三
十
五
条
第
二
項

第
五
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定

第
五
十
八
条
の
次

第
五
十
五
条
の
次

第
五
十
八
条
の
二

第
五
十
五
条
の
二

第
四
十
一
条
の
四

第
三
十
八
条
の
四

第
四
十
一
条
の
七
第
一
項

第
三
十
八
条
の
七
第
一
項

平成 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報

第
五
十
四
条
の
二
第
一
号
中
「
第
三
十
七
条
の
四
」
を
「
第
三
十
八
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第

三
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
五
条
の
二
と
し
、
第
五
十

四
条
を
第
五
十
五
条
と
す
る
。

第
六
条
中
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
第

一
項
を
改
め
、
同
条
を
同
法
第
四
十
条
と
し
、
同
法
第
三
十
八
条
を
同
法
第
三
十
九
条
と
す
る
改
正
規
定
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
七
第
二
項
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
第
六
章
の
二
中

同
条
を
第
三
十
八
条
の
七
と
し
、
第
三
十
七
条
の
六
を
第
三
十
八
条
の
六
と
し
、
第
三
十
七
条
の
五
を
第
三
十
八

条
の
五
と
し
、
第
三
十
七
条
の
四
を
第
三
十
八
条
の
四
と
し
、
第
三
十
七
条
の
三
を
第
三
十
八
条
の
三
と
し
、
第

三
十
七
条
の
二
を
第
三
十
八
条
の
二
と
す
る
。

第
六
条
の
う
ち
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十

五
条
の
改
正
規
定
中
「
第
十
九
条
第
十
二
号
」
を
「
第
十
九
条
第
十
三
号
」
に
、「
第
十
九
条
第
十
三
号
」
を
「
第
十

九
条
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
法
第
二
十
八
条
の
改
正
規
定
中
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
五
号
」
に
、「
第
十
五
号
」

を
「
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
七
条

第
一
項
第
五
号
中
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
八
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
条
第
五
号
中
「
附
則
第
二
十
四
条
」
を
「
附
則
第
十
九
条
の
三
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
九
条
の
三
」

に
改
め
る
。

附
則
第
十
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
十
九
条
の
二

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
の
十
五
第
四
項
中
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
三

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
の
十
五
第
四
項
中
「
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。

（
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条
の
二

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
三

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則

第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
機
構
法
第
四
章
中
第
二
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
」と
あ
る
の
は
、

「
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
う
ち
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
五
第
四
項
の
改
正
規
定
中
「
第
四

十
一
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
」
と
す
る
。

４

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

山
本

早
苗


